
証券コード 3121
2026年１月14日

（電子提供措置の開始日2026年１月７日）

株 主 各 位
東京都港区西麻布三丁目３番１号

マーチャント･バンカーズ株式会社

代表取締役社長兼CEO髙 﨑 正 年

第102回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第102回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブ

サイトに「第102回定時株主総会招集ご通知及びその他の電子提供措置事項（交付書面省略事

項）」を掲載しております。

当社ウェブサイト https://mbkworld.co.jp/irinfo/stock/

また、上記のウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しており

ますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会

社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご

確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、株主総会当日にご出席願えない場合は、書面（郵送）または電磁的方法（インターネ

ット）により事前に議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲

載の株主総会参考書類をご検討の上、３頁から４頁の案内に従って、2026年１月28日（水曜日）

午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

１．日 時 2026年１月29日（木曜日）午前10時30分

２．場 所 東京都港区赤坂九丁目７番１号 東京ミッドタウン
ホール＆カンファレンス Ｒｏｏｍ１＋２
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 1．第102期（2024年11月１日から2025年10月31日まで）事業報告の内容、連結
計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件

2．第102期（2024年11月１日から2025年10月31日まで）計算書類の内容報告の
件

決 議 事 項

第１号議案 資本準備金の額の減少の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役８名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

４．議決権行使のご案内

３頁に記載の「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

上げます。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１頁に掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていた

だきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申し上

げます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）により
議決権を行使される場合

インターネットにより
議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場
受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案
に対する賛否をご表示の上、切
手を貼らずにご投函ください。
議決権行使書面において、議案
に賛否の表示がない場合は、賛
成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

次頁の案内に従って、議案に対
する賛否をご入力ください。

日 時 行使期限 行使期限

2026 年1 月29 日（木曜日）

午 前 10 時 30 分
（受付開始：午前10時）

2026 年1 月28 日（水曜日）

午後６時00分到着分まで

2026 年1 月28日（水曜日）

午後６時00分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

※議決権行使書はイメージです。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１・２・４号議案

・賛成の場合 ≫「賛」の欄に〇印

・反対の場合 ≫「否」の欄に〇印

第３号議案

・全員賛成の場合 ≫「賛」の欄に〇印

・全員反対する場合 ≫「否」の欄に〇印

・一部の候補者に
反対する場合

≫
「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号
をご記入ください。

書面（郵送）及びインターネットにより重複して議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使
を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回にわたり議決権行使
をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
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※操作画面はイメージです。

QRコードを読み取る方法

「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを

入力する方法

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り

可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です
がPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログ
イン、再度議決権行使をお願いいたします。
※�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権

行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使ウェブサイト

https://www.web54.net

1
議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを

読み取ってください。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な

場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間 ９：00～21：00）

2
以降は画面の案内に従って賛否を

ご入力ください。

4
以降は画面の案内に従って賛否を

ご入力ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

1
議決権行使ウェブサイトにアクセス

してください。

「次へすすむ」をクリック

2
議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」をご入力ください。

「ログイン」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

3
議決権行使書用紙に記載された

「パスワード」をご入力ください。

「登録」をクリック

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる新
しいパスワードを設定
してください

インターネットによる議決権行使のご案内
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事 業 報 告

(2024年11月１日から
2025年10月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度（以下「当期」）における我が国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウ

ンド需要の増加等により緩やかに回復しておりますが、国内物価の高騰、国際情勢による地政

学的リスクに伴うエネルギー価格上昇、米国の政策動向、世界的な金融引き締めに伴う影響な

ど、国内外における経済的な見通しは依然として不透明な状況が続いております。

当社グループの主要な事業領域についてみると、国内の金融・不動産市場におきましては、

日銀の金利政策の動向等に懸念される状況ではありますが、不動産投資へのニーズは高く、稼

働率、賃料水準、物件販売価格など安定した利回りを得られる投資への需要は底堅い状況が続

いております。

このような経済状況のもと、当期の当社グループ業績は、昨今の不動産価格や金利の上昇傾

向を踏まえ、賃貸用不動産６物件の売却により、売上・利益並びにキャッシュ・フローの確

保・有利子負債の圧縮に努め、賃貸用不動産取得については１物件にとどめ、投資資金確保の

ためのエクイティファイナンスも実施し、株式・不動産や売掛金を担保とした貸金業や再生可

能エネルギー分野へのプロジェクト投資など、ネット利回り５％をターゲットに取り組んでい

る不動産投資事業より高い収益性の期待できる投資分野や投資案件の開発・強化に取り組みま

した。

その結果、売上高3,383百万円（前年同期比23.9％減）、営業利益285百万円（前年同期比

12.6％減）となり、営業外費用として、新株発行に伴う株式交付費38百万円、株主優待費用45

百万円を負担し、経常損失31百万円（前年同期は経常利益99百万円）。さらに、保有する投資

有価証券を保守的に評価し、評価損50百万円を特別損失として計上により、親会社株主に帰属

する当期純損失85百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益182百万円）となりま

した。

なお事業別の概況については、単一セグメントへ変更を行ったため、記載を省略しておりま

す。
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(2) 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、965百万円となりました。その主な内

容は、賃貸用不動産１物件の取得による889百万円となっております。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度中に、賃貸用不動産の取得等のため、金融機関より長期借入金として648百

万円を調達いたしました。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、経営基盤の強化及び持続的な事業成長を実現するための重要課題として、

以下の４つの事項を挙げ、取り組んでおります。

① 営業投資事業における収益確保と適切なリスク管理

② 新規事業の立ち上げによる収益基盤の拡大

③ 専門知識や豊富な経験を持った人材の確保・育成・組織化

④ 投資回収やファイナンスを通じた事業成長に必要な資金の確保

また、併せまして、当社グループ全体のコンプライアンス体制、リスク管理体制の強化をさ

らに進め、引き続き経営の健全性確保に努めてまいります。

(5) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社等の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容

ＭＢＫプロパティ株式会社 50,000
千円

100.0
％

不動産の管理、運営業務

株式会社エストニアン・ジャパン・トレーディング・
カンパニー・ホールディングス

50,500
千円

50.0
％ エストニア共和国での事業展開に関する

統括業務

Estonian Japan Trading Company AS 147,389
千円

50.0
％ エストニア共和国での事業展開に関する

統括業務

株式会社エストニアン・ジャパン・
トレーディング・カンパニー日本

300
千円

50.0
％

国内及び海外への不動産投資

O'Pen Eesti OÜ 324
千円

50.0
％

海外展開に関するコンサルティング業務
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③ 重要な企業結合等の状況

該当事項はありません。

④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

このほか、以下の項目につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://mbkworld.co.jp/irinfo/stock/）のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサ

イト（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）にも記載し

ております。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスする場合は、銘柄名（会社

名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のう

え、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

(6) 財産及び損益の状況

(7) 主要な事業内容

(8) 主要な営業所及び工場

(9) 従業員の状況

(10)主要な借入先の状況
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 90,000,000株

(2) 発行済株式の総数 31,806,190株（自己株式を含む）

(3) 株 主 数 14,885名

このほか、(4) 大株主（上位10名）につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト

（https://mbkworld.co.jp/irinfo/stock/）のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイト

（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）にも記載しております。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスする場合は、銘柄名（会社名）

または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認

くださいますようお願い申し上げます。

３．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況(2025年10月31日現在)

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 髙 﨑 正 年

取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 加 藤 東 司

取 締 役 サム・ガーボウ MBK Asia Limited ディレクター

取 締 役 山 﨑 佳 奈 子 経理部長

取 締 役 西 村 豊 一 アートポートインベスト株式会社 代表取締役

取 締 役 川 戸 淳一郎 川戸淳一郎法律事務所所長

常 勤 監 査 役 片 山 喜 包

監 査 役 鈴 木 昌 也 公認会計士鈴木昌也事務所代表

監 査 役 家 形 博

(注) １ 取締役川戸淳一郎氏は社外取締役であります。
２ 取締役川戸淳一郎氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務やリスクヘッジに関する相当程度の知

見を有するものであります。
３ 監査役片山喜包氏、鈴木昌也氏並びに家形博氏は社外監査役であります。
４ 監査役鈴木昌也氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
５ 当社は、東京証券取引所に対し、取締役川戸淳一郎氏、監査役片山喜包氏、鈴木昌也氏並びに家形博

氏を独立役員として届け出ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任

限度額は、金100万円又は法令が定める限度額のいずれか高い額としております。なお、当該

責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役が責

任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(3) 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結し、被保険者が負担することになる役員に対する賠償、会社に関する賠償及びこれらに係る

費用の損害を当該保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は取

締役及び監査役（補欠監査役を含む）だけでなく、会計監査人や執行役員、子会社の役員など

も被保険者の範囲に含まれており、その保険料を全額当社が負担しております。なお、当該保

険契約は2026年２月に更新を予定しております。

(5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役及び監査役の報酬等の内容に係る決定方針は、2025年１月30日開催の定時

取締役会にて、代表取締役社長以下、業務執行取締役が協議を行い、株主総会において授

権された範囲内において、取締役会及び監査役会の決議により決定いたしました。

現行の報酬水準の決定方針については、組織体制の規模が小体であり、各取締役（社外

取締役を除く）は、経営陣幹部として、実際の業務執行の指揮監督を担っており、特に従

業員兼務取締役は部門長としての管理職業務を行っております。
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このため、当社の取締役及び監査役報酬（社外取締役及び社外監査役を除く）は、直近

の損益状況を鑑み、全体的に抑制的な運用を行う中で、当社従業員給与水準を参考に、適

正な給与階層となるよう配慮し定めております。取締役以外の経営陣幹部についても、こ

れに準じた考え方により決定しております。

社外取締役及び社外監査役の報酬については、相当に低い水準に定めております。

当社は、金銭報酬以外に、取締役・監査役に対するストック・オプション制度を設けて

おりますが、2011年9月以降、発行に係る業務負担や業績動向などを踏まえ発行実績があ

りません。また、当社は、役員退職慰労金制度は設けておりません。なお、当社は、グル

ープの組織体制の規模が小体であることや、他の上場企業と比較して報酬の水準が高くな

いことなどから、効率性を重視し、報酬の決定プロセスに関与する諮問委員会等の機関は

特に設けておりません。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年６月25日であり、決議の

内容は、取締役報酬の総枠は、年間の総枠400百万円以内とするものであります。なお、

当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は３名(うち社外取締役は１名)であります。

当社の監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年６月24日であり、決議の内

容は、監査役報酬の総枠は、年間の総枠50百万円以内とするものであります。なお、当該

定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名であります。

③ 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判

断した理由

当社は、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容の決定に関しては、審議プロセスの

公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、おおむね

事業年度ごとに、代表取締役社長以下、業務執行取締役が規程に基づき作成した報酬案を

審議・承認し、取締役会及び監査役会が決定していることから、その内容は決定方針に沿

うものであると判断しております。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
(うち社外取締役）

19,940
(2,400)

19,940
(2,400)

－
（－)

－
（－)

７
(１)

監査役
(うち社外監査役）

7,200
(7,200)

7,200
(7,200)

－
（－)

－
(－)

３
(３)

⑤ 業績連動報酬等に関する事項

当社は、業績連動報酬等として取締役及び監査役に対して賞与を支給しておりません。

⑥ 非金銭報酬等の内容

当社は、非金銭報酬等として取締役及び監査役に対して株式報酬を交付しておりませ

ん。

このほか、(6) 社外役員に関する事項 につきましては、インターネット上の当社ウェブサ

イト（https://mbkworld.co.jp/irinfo/stock/）のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサ

イト（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）にも記載してお

ります。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスする場合は、銘柄名（会社名）

または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認

くださいますようお願い申し上げます。
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４．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけ、将来
における安定的な企業成長と経営環境の変化への対応のために必要な内部留保資金を確保しつ
つ、経営成績に応じた株主の皆様への利益還元を継続的に行うことを基本方針としておりま
す。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の

定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める」旨定款に定め
ており、期末配当のみの年１回、または中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行う方
針であります。
当期（2025年10月期）につきましては、株主優待や新株発行の費用、投資有価証券評価損の

計上などにより、親会社株主に帰属する当期純損失を計上いたしましたが、保有する不動産物
件の売却を積極的に行い、営業キャッシュ・フロー2,357百万円と、現金ベースで大幅な黒字
を確保いたしました。第102回定時株主総会における資本準備金の減少にかかる議案の効力発
生を条件として、前期同様１株当たり２円の配当を実施させていただきます。

次期（2026年10月期）につきましては、当期と同様に中間配当を無配とし、期末配当を２円
とさせていただく予定でありますが、増配を目指し、業績の向上に努めることとさせていただ
きます。

以上のほか、本事業報告における、以下の事項につきましては、インターネット上の当社ウ

ェブサイト（https://mbkworld.co.jp/irinfo/stock/）のほか、東京証券取引所（東証）のウ

ェブサイト（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）にも記載

しております。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスする場合は、銘柄名（会社名）

または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認

くださいますようお願い申し上げます。

５．会社の新株予約権等に関する事項

６．会計監査人の状況

７．業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

８．株式会社の支配に関する基本方針
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連 結 貸 借 対 照 表
(2025年10月31日現在)

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,260,743 流 動 負 債 550,358

現 金 及 び 預 金 1,595,362 買 掛 金

１年内返済予定の長期借入金

未 払 費 用

株 主 優 待 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

長 期 預 り 敷 金 保 証 金

リ ー ス 債 務

そ の 他

3

389,982

44,576

40,429

75,366

10,236,963

10,104,780

128,225

3,595

361

売 掛 金 4,010

営 業 投 資 有 価 証 券 11,985

未 収 入 金 43,220

販 売 用 不 動 産 20,017

営 業 貸 付 金 69,327

暗 号 資 産 305,049

そ の 他 307,389

貸 倒 引 当 金 △95,621

固 定 資 産 13,179,302

有 形 固 定 資 産 12,708,885

建物及び構築物(純額) 6,278,756

土 地 6,494,696 負 債 合 計 10,787,322

リース資産（純額） 28,793 純 資 産 の 部

そ の 他 （純 額） 14,601 株 主 資 本 4,653,126

減 損 損 失 累 計 額 △107,963 資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

為 替 換 算 調 整 勘 定

3,573,515

1,194,925

96,720

△212,034

△402

△474

71

無 形 固 定 資 産 2,543

そ の 他 2,543

投 資 そ の 他 の 資 産 467,873

投 資 有 価 証 券 63,579

出 資 金 10,400

敷 金 及 び 保 証 金 23,704

長 期 貸 付 金 5,791

長 期 前 払 費 用 358,547

そ の 他 6,299 非 支 配 株 主 持 分 －

貸 倒 引 当 金 △450 純 資 産 合 計 4,652,724

資 産 合 計 15,440,046 負債及び純資産合計 15,440,046

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2024年11月１日から
2025年10月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 3,383,239

売 上 原 価 2,593,727

売 上 総 利 益 789,512

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 504,282

営 業 利 益 285,230

営 業 外 収 益 107,666

受 取 利 息 3,463

受 取 配 当 金 579

受 取 賃 貸 料 74,599

受 取 保 険 料 14,996

投 資 有 価 証 券 売 却 益 5,436

暗 号 資 産 評 価 益 5,050

そ の 他 3,541

営 業 外 費 用 424,753

支 払 利 息 243,395

支 払 手 数 料 45,232

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 △210

株 主 優 待 引 当 金 繰 入 額 45,323

株 式 交 付 費 38,022

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 8

そ の 他 52,981

経 常 損 失 31,856

特 別 利 益 －

特 別 損 失 50,182

投 資 有 価 証 券 評 価 損 50,182

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 82,038

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,562

法 人 税 等 調 整 額 2,248

当 期 純 損 失 85,849

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 85,849
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2024年11月１日から
2025年10月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,190,167 811,577 241,111 △65,188 4,177,668

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△85,849 △85,849

新 株 の 発 行 383,347 383,347 766,695

自 己 株 式 の 取 得 △146,845 △146,845

剰 余 金 の 配 当 △58,541 △58,541

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

－

当 期 変 動 額 合 計 383,347 383,347 △144,391 △146,845 475,457

当 期 末 残 高 3,573,515 1,194,925 96,720 △212,034 4,653,126

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △134 △269 △404 － 4,177,264

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△85,849

新 株 の 発 行 766,695

自 己 株 式 の 取 得 △146,845

剰 余 金 の 配 当 △58,541

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△339 341 1 1

当 期 変 動 額 合 計 △339 341 1 － 475,459

当 期 末 残 高 △474 71 △402 － 4,652,724

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(2025年10月31日現在)

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

営 業 投 資 有 価 証 券

未 収 入 金

販 売 用 不 動 産

営 業 貸 付 金

暗 号 資 産

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 （純 額）

構 築 物 （純 額）

機械及び装置（純額）

工具器具及び備品（純額）

リ ー ス 資 産

土 地

減 損 損 失 累 計 額

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

関係会社長期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,197,080

1,515,933

4,010

11,985

19,572

20,017

69,327

305,049

168,309

138,846

△55,972

13,421,317

12,708,749

6,271,147

7,472

2,703

11,898

28,793

6,494,696

△107,963

377

81

296

712,189

48,187

112,144

10,200

23,704

5,791

358,547

160,800

6,279

△13,465

流 動 負 債

１年内返済予定の長期借入金

未 払 費 用

リ ー ス 債 務

未 払 金

前 受 金

預 り 金

未 払 法 人 税 等

株 主 優 待 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

預 り 敷 金 ・ 保 証 金

リ ー ス 債 務

そ の 他

653,791

377,562

43,831

960

445

13,511

116,609

19,957

40,429

40,483

10,286,419

10,034,800

128,225

3,595

119,797
負 債 合 計 10,940,211

純 資 産 の 部
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

4,677,745

3,573,515

1,194,925

1,145,331

49,594

121,339

34,033

87,305

87,305

△212,034

440

440
純 資 産 合 計 4,678,186

資 産 合 計 15,618,397 負債及び純資産合計 15,618,397
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2024年11月１日から
2025年10月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 3,382,503

売 上 原 価 2,593,465

売 上 総 利 益 789,038

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 490,354

営 業 利 益 298,684

営 業 外 収 益 105,082

受 取 利 息 2,319

受 取 配 当 金 561

受 取 賃 貸 料 74,599

受 取 保 険 料 14,996

投 資 有 価 証 券 売 却 益 4,546

暗 号 資 産 評 価 益 5,050

そ の 他 3,008

営 業 外 費 用 426,689

支 払 利 息 241,794

支 払 手 数 料 44,884

株 式 交 付 費 38,022

出 資 金 運 用 損 4,018

株 主 優 待 引 当 金 繰 入 額 45,323

そ の 他 52,645

経 常 損 失 22,922

特 別 利 益 －

特 別 損 失 50,182

投 資 有 価 証 券 評 価 損 50,182

税 引 前 当 期 純 損 失 73,104

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 950

法 人 税 等 調 整 額 2,186

当 期 純 損 失 76,241

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

― 17 ―

2025年12月24日 13時33分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



株主資本等変動計算書

(2024年11月１日から
2025年10月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利 益 準 備 金

当 期 首 残 高 3,190,167 761,983 49,594 811,577 28,179

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失

新 株 の 発 行 383,347 383,347 383,347

自 己 株 式 の 取 得

利 益 準 備 金 の 積 立 5,854

剰 余 金 の 配 当

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 383,347 383,347 － 383,347 5,854

当 期 末 残 高 3,573,515 1,145,331 49,594 1,194,925 34,033

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自 己 株 式 株主資本合計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 227,943 256,122 △65,188 4,192,679 756 4,193,436

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 △76,241 △76,241 △76,241 △76,241

新 株 の 発 行 766,695 766,695

自 己 株 式 の 取 得 △146,845 △146,845 △146,845

利 益 準 備 金 の 積 立 △5,854 － － －

剰 余 金 の 配 当 △58,541 △58,541 △58,541 △58,541

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

－ △315 △315

当 期 変 動 額 合 計 △140,637 △134,783 △146,845 485,065 △315 484,750

当 期 末 残 高 87,305 121,339 △212,034 4,677,745 440 4,678,186

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年12月23日

マーチャント・バンカーズ株式会社
取 締 役 会 御中

フロンティア監査法人
東京都品川区
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 井 幸 雄

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 酒 井 俊 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、マーチャント・バンカーズ株式会社の2024年11月１

日から2025年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、マーチャント・バンカーズ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2025年12月12日開催の取締役会において、

2026年1月29日開催予定の第102期定時株主総会に資本準備金の額の減少を付議すること、本株主総会付議議案
の効力発生を条件として、自己株式取得に係る事項（会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づく）について決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
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・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する
指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年12月23日

マーチャント・バンカーズ株式会社
取 締 役 会 御中

フロンティア監査法人
東京都品川区
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 井 幸 雄

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 酒 井 俊 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、マーチャント・バンカーズ株式会社の2024年

11月1日から2025年10月31日までの第102期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2025年12月12日開催の取締役会において、

2026年1月29日開催予定の第102期定時株主総会に資本準備金の額の減少を付議すること、本株主総会付議議案
の効力発生を条件として、自己株式取得に係る事項（会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づく）について決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
おける取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年11月１日から2025年10月31日までの第102期事業年度における取締役の職務の執行に

関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたし

ます。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、

内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、

以下の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報

の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法

施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ

き整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状

況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲

げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人フロンティア監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人フロンティア監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年12月23日 マーチャント・バンカーズ株式会社 監査役会

常勤監査役
社外監査役

片 山 喜 包 ㊞

社外監査役 鈴 木 昌 也 ㊞

社外監査役 家 形 博 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
第１号議案 資本準備金の額の減少の件

１.資本準備金の額の減少の理由
会社法第448条第１項に基づき、資本準備金の取崩しを行い、その他資本剰余金に振り替

えることにより、分配可能額の充実を図り、剰余金の配当や自己株式取得による株主の皆様
への還元策を安定的に行うためのものであります。

２.資本準備金の額の減少の内容
(１)減少する資本準備金の額

2025年10月31日現在資本準備金1,145,331,108円のうち1,000,000,000円を減少し、同額
をその他資本剰余金に振り替えます。

(２)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2026年１月29日
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第２号議案 定款一部変更の件

１.提案の理由

将来的な新株式発行に備え、第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。

２.変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示します）

現行定款 変更案

第１条～第５条 （条文省略）

第６条 当会社の発行可能株式総数は、90百万
株とする。

第７条～第42条 （条文省略）

第１条～第５条 （現行通り）

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１億27
百万株とする。

第７条～第42条 （現行通り）

― 28 ―

2025年12月24日 13時33分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



第３号議案 取締役８名選任の件

取締役６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。今回、取締役８名の選

任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次の通りであります。
候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社株式の数

1

髙
た か さ き

﨑 正
ま さ と し

年
1967年２月19日生

1990年４月 国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ
ー証券株式会社）入社

－

2003年４月 株式会社アートポート 入社
2013年２月 アートポート不動産株式会社（現アートポートインベ

スト株式会社）代表取締役
2014年１月 当社投資事業部部長
2015年10月 当社執行役員投資事業部部長
2016年４月 当社執行役員CFO兼財務経理部長
2016年６月 当社取締役CFO兼財務経理部長
2021年９月 当社代表取締役副社長CFO兼財務経理部長
2022年６月 当社代表取締役社長兼CEO（現任）

＜取締役候補者とした理由＞
金融機関で培った財務や会計に関し幅広い知見を有しており、2016年の取締役就任以降、当社の事業

および経営についての意見・提言から、当社の成長と発展に貢献していただいております。今後も当社
の企業価値の持続的向上に適切な人材と判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

２

サム・ガーボウ
1963年10月２日生

1989年６月 Golden Harvest (HK) Limited（現 Orange Sky Golden
Harvest Entertainment (Holdings) Limited）入社

－

1992年７月 Asia Television Limited入社
1998年２月 Sameway Production Limited入社
2008年３月 Dragon Star Film Limited入社
2017年７月 MBK Asia Limited入社、ディレクター（現任）
2023年６月 当社取締役（現任）
(重要な兼職) MBK Asia Limited ディレクター

＜取締役候補者とした理由＞
海外展開を含む仕組みづくりなど、当社の経営における重要事項に関し、積極的な意見・提言をいた

だいております。これらの経験や知識を業務執行の監督に活かすことにより、今後も当社の成長と、企
業価値の持続的向上に適材な人材と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社株式の数

３

山 﨑 佳 奈 子
やまざき か な こ

1982年２月９日生

2004年６月 株式会社マザーバード 入社

－

2009年１月 中根保株式会社 入社
2012年５月 ＷＡＣホールディング株式会社 入社
2016年９月 当社 入社
2023年６月 当社取締役CFO兼財務経理部長
2025年１月 当社取締役経理部長（現任）

＜取締役候補者とした理由＞
2016年の入社以来、経理部門を一貫して担い、他社での経験を踏まえた提言・意見を頂いております。

また多様性の観点から女性役員として発想や想像力が必要となりつつ環境において、適切な人材である
と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

４

西
に し む ら と よ か ず

村 豊 一
1963年12月５日生

1986年４月 プレイロード株式会社 入社

－

1999年６月 株式会社アートポート 入社

2010年８月 株式会社ラファン 代表取締役（現任）

2016年３月 アートポートインベスト株式会社 代表取締役（現任）

2016年３月 株式会社娯楽ＴＶ 代表取締役（現任）

2019年６月 当社取締役（現任）

(重要な兼職) アートポートインベスト株式会社 代表取締役
＜取締役候補者とした理由＞

企業経営者としての様々な経験と幅広い見識を有しており、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言・提言をいただいております。当社の事業計画および成長戦略の実現、並びに当社の
企業価値の持続的向上に適切な人材と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

５

小
こ ぶ ね け ん い ち

船 賢 一
1964年１月12日生

1986年４月 プレイロード株式会社 入社

－

1999年６月 くゎんひょうえ 創業

2013年12月 株式会社ケンテン 代表取締役（現任）
2014年２月 株式会社ＪＫＭＴファイナンス 代表取締役（現任）
2019年６月 当社取締役
2021年６月 当社代表取締役
2021年８月 当社代表取締役（退任）
2023年６月 当社取締役（退任）
(重要な兼職) 株式会社ケンテン 代表取締役

株式会社ＪＫＭＴファイナンス 代表取締役
＜取締役候補者とした理由＞

経営者として様々な経験をしており、客観的な立場から当社事業に対し公正・公平な判断や適切な助
言・意見をいただき、当社のこれからの成長・企業価値の持続的向上に適切な人材と判断し、同氏を取
締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社株式の数

６

岩
い わ さ き と も ひ こ

崎 智 彦
1972年12月18日生

1998年９月 長野興産株式会社 入社

－

2002年５月 ベンチャー・リンク株式会社 入社
2004年２月 株式会社ドリームバンク 入社
2009年１月 株式会社危機管理研究所 入社
2009年６月 東邦グローバルアソシエイツ株式会社 取締役
2009年９月 株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 社外取締役
2018年11月 クレア建設株式会社 代表取締役

2021年９月 株式会社ｎｅｕｒｏｎ ｐｏｒｔ 代表取締役（現任）

2024年２月 ベクタービジョンファンド株式会社 代表取締役
（現任）

(重要な兼職）株式会社ｎｅｕｒｏｎ ｐｏｒｔ 代表取締役
ベクタービジョンファンド株式会社 代表取締役

＜取締役候補者とした理由＞
上場企業での実務や実業の経験があり、上場企業ならではのルールや規則といったことも熟知されて

おります。そういった観点からも、当社の事業計画や成長戦略の実現の過程で、様々な助言や意見をい
ただき、当社のこれから先の未来、そして企業価値向上にご尽力いただける人材だと思い、同氏を取締
役候補者といたしました。

７

小 久 保 直 樹
こ く ぼ な お き

1978年１月28日生

2000年４月 株式会社ＳＦＣＧ 入社

－
2006年６月 昭和リース株式会社 入社

2021年３月 Ｍａｒｉｃｉ合同会社 代表社員（現任）

(重要な兼職) Ｍａｒｉｃｉ合同会社 代表社員
＜取締役候補者とした理由＞

今まで金融業の実務をしており、様々な経験をしてまいりました。また貸金業務取扱主任者の資格も
有しており、特に当社のマーチャントバンキング事業について助言・提言をいただき、当社のこれから
の成長や企業価値向上にご尽力いただける人材だと思い、同氏を取締役候補者といたしました。

８

山
や ま な か だ い す け

中 大 輔
1964年１月12日生

2009年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

－

2009年12月 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 入所

2013年10月 ＣＬＳ日比谷東京法律事務所 入所
2015年10月 再就職等監察官（防衛省非常勤 現任）
2017年９月 東京桜橋法律事務所 入所（現任）
(重要な兼職) 東京桜橋法律事務所

＜取締役候補者とした理由＞
弁護士として企業法務に精通しているところから、公平な立場で助言や意見をいただき、コンプライ

アンス強化やリスクヘッジといった観点からも、当社のこれからの成長・企業価値向上に適材な人材だ
と判断し、社外取締役候補者といたしました。
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(注) １ 当社の英語職名の略は次の通りであります。
CEO：Chief Executive Officer
CFO：Chief Financial Officer

２ 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠
償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、
または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を填補することとしております。
本議案が承認された場合、各氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は2026年
２月に更新を予定しております。

３ 取締役候補者西村豊一氏の重要な兼職先であるアートポートインベスト株式会社は、当社の筆頭株主
（持株比率32.8％）であり、当該会社と当社の間には、業務委託契約に伴う取引があります。

なお、その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
４ 西村豊一氏は当社の特定関係事業者（主要な取引先）であるアートポートインベスト株式会社の代表

取締役であります。
５ 岩崎智彦氏、小久保直樹氏、並びに山中大輔氏は、社外取締役候補者であります。
６ 岩崎智彦氏、小久保直樹氏、並びに山中大輔氏が社外取締役に選任された場合は、当社は岩崎智彦

氏、小久保直樹氏、並びに山中大輔氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、100万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とするもので
あります。

７ 岩崎智彦氏、小久保直樹氏、並びに山中大輔氏が原案どおり選任された場合は、株式会社東京証券取
引所が規程する独立役員となる予定です。

８ 岩崎智彦氏、小久保直樹氏、並びに山中大輔氏は、当社又は当社の子会社の業務執行者又は役員であ
ったことはありません。

９ 岩崎智彦氏、小久保直樹氏、並びに山中大輔氏は、当社の親会社等ではなく、また過去５年間に当社
の親会社等であったこともありません。

10 岩崎智彦氏、小久保直樹氏、並びに山中大輔氏は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではな
く、また過去５年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。

11 岩崎智彦氏、小久保直樹氏、並びに山中大輔氏は当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その
他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

12 岩崎智彦氏、小久保直樹氏、並びに山中大輔氏は当社の親会社等の配偶者、三親等以内の親族その他
これに準ずるもの若しくは、当社または当社の特定関係事業者又は役員の配偶者、三親等以内の親族
その他これに準ずるものではありません。

13 岩崎智彦氏、小久保直樹氏、並びに山中大輔氏は過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の
譲受けにより当社が権利業務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に、社外取締役又は監
査役ではない業務執行者であったことはありません。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお

願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次の通りであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

サム・ガーボウ
1963年10月２日生

1989年６月 Golden Harvest (HK) Limited（現 Orange Sky Golden
Harvest Entertainment (Holdings) Limited）入社

－

1992年７月 Asia Television Limited入社
1998年２月 Sameway Production Limited入社
2008年３月 Dragon Star Film Limited入社
2017年７月 MBK Asia Limited入社、ディレクター（現任）
2023年６月 当社取締役（現任）
(重要な兼職）MBK Asia Limited ディレクター

＜補欠の監査役候補者とした理由＞
経営から独立した立場で企業経営の健全性の確保、財務会計、内部統制に関する高度な専門知識、また、コン

プライアンス経営の推進について、十分な経験と見識を有していることから、当社の監査体制に適切な助言をい
ただくことが期待できると判断し、同氏を補欠の監査役候補者といたしました。

(注) １ 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２ サム・ガーボウ氏は、補欠の監査役候補者であります。
３ 当社は、サム・ガーボウ氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円
または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、同氏が監査役に就
任した場合には、同氏との当該契約を締結する予定であります。

４ 当社は、保険会社との間で、補欠監査役を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、
または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を填補することとしております。
同氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は
2026年２月に更新を予定しております。

以上
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Ｂ１Ｆ

４Ｆカンファレンス入口

至 千代田線乃木坂駅 至 日比谷線六本木駅

タクシー乗り場車寄せ入口

ミッドタウン・
ウエスト

ミッドタウン・タワー

GALLERIA PLAZA

P3

P3

B2F-1F

B2F-B1F

セブン
イレブン

東京ミッドタウン・
ホールＡ

東京ミッドタウン・
ホールＢ

ミッドタウン・
イースト

TSUTAYA
BOOKS
STORE

ART「意心帰」

24h

B2F-2F

H

B1F-7F

オフィスエントランス
タワー入口

大江戸線六本木駅

（詳細）東京ミッドタウン 地下１階
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Ｎ至 赤坂

ミッドタウン・タワー２番出口２番出口

乃木坂駅前
郵便局

乃木坂駅前
郵便局

アマンドアマンド

３番出口３番出口

東京メトロ
千代田線
乃木坂駅

国立新美術館国立新美術館

東京
ミッドタウン西
東京
ミッドタウン西

都営大江戸線
六本木駅

東京メトロ日比谷線
六本木駅

六本木ヒルズ

飯倉片町飯倉片町

飯倉出口飯倉出口

六本木六本木

六
本
木
通
り

六
本
木
通
り

六本木六六本木六

至 青山至 青山

至

渋
谷

至

渋
谷

至

霞
が
関

出
入
口

至

霞
が
関

出
入
口

飯倉入口飯倉入口

東京メトロ南北線
六本木一丁目駅

１番出口

六本木Tキューブ六本木Tキューブ

三菱UFJ銀行三菱UFJ銀行

外苑東通り

外
苑
東
通
り

１Ｆ

至 千代田線乃木坂駅 至 日比谷線六本木駅外苑東通り

ミッドタウン・イースト

ART「妙夢」

ミッドタウン・
ウエスト

ミッドタウン・タワー

オフィスエントランス

ビッグ・キャノピー

orangé
FUJIFILM
SQUARE

B2F-2F

B2F-1FB2F-3F
P3P2

24h

B2F-1F

B1F-7F

タワー入口

GALLERIA
PLAZA

大江戸線
六本木駅

H

４Ｆカンファレンス入口

株主総会会場ご案内図
（詳細は前頁をご参照下さい）

会場：東京都港区赤坂九丁目７番１号
東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス Room１+２

（ミッドタウン・タワー４階）

最寄駅 六本木駅
都営大江戸線 ：８番出口より直結
東京メトロ日比谷線 ：４ａ出口側から地下通路を経由し､８番出口より直結

乃木坂駅
東京メトロ千代田線 ：３番出口より徒歩約３分

六本木一丁目駅
東京メトロ南北線 ：１番出口より徒歩約10分

※お車でのご来場は、当日、道路渋滞の可能性がございますので、なるべく
ご遠慮願います。
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電子提供措置の開始日 2026年１月７日

株 主 各 位

第102回定時株主総会

その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項）

マーチャント・バンカーズ株式会社
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事業報告の一部の項目

１．企業集団の現況に関する事項

(6) 財産及び損益の状況

期 別
区 分

第99期

2023年３月期

第100期

2023年10月期

第101期

2024年10月期

第102期
(当連結会計年度)
2025年10月期

売 上 高 (千円) 4,352,285 1,538,273 4,446,741 3,383,239

経常利益又は経常損失（△） (千円) 144,101 △84,885 99,812 △31,856

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期
純利益又は当期純損失 (△ )

(千円) △66,113 98,533 182,415 △85,849

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又 は 当 期 純 損 失 ( △ )

(円) △2.25 3.37 6.23 △2.9

総 資 産 (千円) 10,181,577 13,964,576 16,375,420 15,440,046

純 資 産 (千円) 3,931,845 4,028,861 4,177,264 4,652,724

(注) １ 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
２ 2023年３月期は、当社が保有する収益用不動産物件の一部を売却したことで前年同期に対して売上

高60.0％増、営業利益も前年同期に対し6.2％増となりましたが、貸倒引当金、減損損失、投資有価
証券評価損等の計上により、親会社株主に帰属する当期純利益は赤字となりました。

３ 2023年10月期は、当社が保有する収益用不動産の一部を売却をしましたが、中長期的な安定した収
益力の強化のために７物件の収益用不動産を取得し、不動産取得税等の経費を計上した結果、経常
利益は赤字となりました。
ただ国内事業に対する投資収益が大きく貢献したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は
黒字となりました。

４ 2023年10月期につきましては、事業年度の変更に伴い、2023年４月１日から2023年10月31日までの
７ヵ月間となっております。

５ 2024年３月期は、当社が保有する収益用不動産を一部売却しましたが、中長期的な安定した収益力
の強化のため都心部のオフィスビルを含め９物件の収益用不動産を取得しました。不動産取得税等
の取得経費を負担しましたが、連結子会社であった株式会社ケンテンの株式譲渡による特別利益を
計上した結果、営業利益、経常利益並びに親会社株主に帰属する当期純利益は全て黒字となりまし
た。

６ 2025年10月期については「(1) 事業の経過及びその成果」に記載の通りであります。
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(7) 主要な事業内容

当社グループは、マーチャント・バンキング事業を営んでおります。

事 業 部 門 事 業 内 容

マ ー チ ャ ン ト ・ バ ン キ ン グ 事 業
国内外の企業への不動産向け投資、株式・不動産・
売掛金を担保とした貸金業、再生可能エネルギー分
野へのプロジェクト投資

(8) 主要な営業所及び工場

当 社 本 社 （東 京 都 港 区 西 麻 布）

ＭＢＫプロパティ株式会社
（子会社）

（東 京 都 港 区 西 麻 布）

株 式 会 社 エ ス ト ニ ア ン ・ ジ ャ パ ン ・
トレーディング・カンパニー・ホールディングス

（子会社）
株 式 会 社 エ ス ト ニ ア ン ・ ジ ャ パ ン ・
ト レ ー デ ィ ン グ ・ カ ン パ ニ ー 日 本

（子会社）

Estonian Japan Trading Company AS
（子会社）

（エ ス ト ニ ア）

O'Pen Eesti OÜ
（子会社）

（エ ス ト ニ ア）

(9) 従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

３名 １名減

(注) １ 当連結会計年度末の企業集団における状況を記載しております。
２ 従業員数には、従業員兼務取締役、執行役員、契約社員及び当社グループへの出向者を含み、当社グ

ループ外への出向者及び臨時従業員（パートタイマー、嘱託、顧問及び派遣社員）を含んでおりませ
ん。
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(10)主要な借入先の状況 (2025年10月31日現在)

借 入 先 借 入 金 残 高（千円）

ス ル ガ 銀 行 株 式 会 社 4,614,994

近 畿 産 業 信 用 組 合 2,527,951

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｊ 銀 行 1,223,501

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 873,880

２．会社の株式に関する事項

(4) 大 株 主（上位10名）

株 主 名 持株数 持株比率

アートポートインベスト株式会社 10,196,500株 32.80％

株式会社ぽると 4,885,200株 15.72％

TOTAL NETWORKS HOLDINGS LIMITED 4,585,800株 14.75％

PHILLP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 913,600株 2.94％

株式会社Colors Japan 661,800株 2.13％

KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT 338,900株 1.09％

戸谷 松一 300,000株 0.97％

株式会社ケイ・アイ・シー 250,000株 0.80％

KAY LEO BROTHERS LIMITED 200,000株 0.64％

野村證券株式会社 175,647株 0.57％

(注) 持株比率は自己株式720,013株を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項

(6) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

該当事項はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

社外取締役 川 戸 淳一郎
当事業年度開催の取締役会には55回中54回出席しております。弁護士の立
場から企業法務やリスクヘッジといった観点から適宜疑問を述べ、社外取
締役という立場から適切な意見や助言を述べております。

社外監査役 片 山 喜 包
当事業年度開催の取締役会には55回中全55回、また監査役会には19回中全
19回出席し、企業の内部監査部門に関する経験から適宜質問や疑問を述
べ、監査役の立場から適切な意見や助言を述べております。

社外監査役 鈴 木 昌 也
当事業年度開催の取締役会には55回中全55回、また監査役会には19回中全
19回出席し、公認会計士の立場から財務及び会計の専門的見地から適宜質
問を行い、監査役として適切な助言や指導を行っております。

社外監査役 家 形 博
当事業年度開催の取締役会には55回中全55回、また監査役会には19回中全
19回出席し、金融機関及び事業会社の管理部門で培った経験から適宜質問
し、監査役の立場から適切な意見や助言を述べております。

(注) 会社法第370条に定める取締役会の決議の省略を適用した取締役会の回数は除いております。
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５．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日に当社役員が保有する新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

６．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

フロンティア監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

26,000千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監

査報酬等の額を明確に区別しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の

額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま

え、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確

認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条

第１項の同意を行っております。
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(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 子会社の監査に関する事項

該当事項はありません。

(6) 責任限定契約

該当事項はありません。

(7) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第１項の解任事由に該当し、または監督官庁から監査業務停止

処分を受けるなど、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じ、これらにより当該会計

監査人の解任または不再任が相当であると判断されるに至ったときは、監査役会は、監査役全

員の同意により会計監査人を解任し、または株主総会に提出する会計監査人の解任・不再任議

案の決定を行うなど必要な対応を講じます。

７．業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、以下の通り基本方針を決

定しております。

１．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① コーポレート・ガバナンス

(ⅰ) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、企業倫理綱領、行動規範、

取締役会規程に従い、経営に関する重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務

執行を監督いたします。取締役会は、取締役会付議・報告基準を整備し、当該基準

に則って業務執行を決定するものとしております。

(ⅱ) 代表取締役社長は、取締役会から委任された業務執行の決定を行い、この決定、取

締役会決議、社内規則に従い職務を執行するものとしております。
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(ⅲ) 取締役会が取締役の職務執行の監督を行うため、取締役は、会社の業務執行状況を

取締役会報告基準に従って取締役会に報告いたします。取締役は、他の取締役の職

務執行を相互に監視・監督するものとしております。

(ⅳ) 取締役の職務執行状況は、監査役監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受

けるものとしております。

② コンプライアンス

(ⅰ) 取締役及び従業員は、全役職員がとるべき行動の基準、規範を定めた「倫理綱領」

「行動規範」及びその他の社内規程に従って行動するものとしております。

(ⅱ) 経営管理部をコンプライアンス推進部門とし、取締役会の指揮に基づき当社のコン

プライアンス体制を整備するとともに、全役職員に対する研修・教育を行い周知徹

底を図っております。

(ⅲ) 従業員は、法令、定款、社内規程等に違反する行為、又は合理的にその懸念がある

と思われる行為等を知ったときは、その職務上義務がない場合でも、社内の通報窓

口または社外の弁護士に通報できるものとしております。内部通報制度については、

通報者の保護を図り報復行為を禁じる等、社内規程の定めに基づき、この体制を維

持いたします。

③ 財務報告の適正確保のための体制整備

(ⅰ) 当社は、経理規程その他の社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連諸法

令を遵守し、財務報告の適法性・適正性を確保するための社内体制を構築しており

ます。

(ⅱ) 当社は、財務報告の適正性等を確保するための社内体制につき、その整備・運用状

況を評価・改善する体制を構築しております。

④ 内部監査

当社は、社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基

づき業務全般に関し、法令、定款、社内規程の遵守状況、職務執行の適切性等につき内部

監査を実施し、社長、取締役会及び監査役に対し、内部監査結果を報告しております。内

部監査室は内部監査指摘事項につき、是正・改善状況を社長、取締役会及び監査役に対し

報告しております。
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２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 情報の保存・管理

取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、法令、社内規程を遵守し、文

書管理規程その他の社内規程の定めに従って、漏洩等のないよう十分な注意をもって適切

に保存・管理しております。

② 情報の閲覧

取締役及び監査役はいつでも前項の情報の閲覧ができるようになっております。

③ 情報の開示

法令、取引所適時開示規則に従って、必要な情報開示を行っております。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社は、社内規程の定めに基づき、当社グループ全体のリスクを厳格に管理し、企業経

営の安定性及び健全性の維持を図っております。

② 経営管理部は、監査役及び内部監査室と連携し、各部門のリスク管理体制整備を支援

し、全社の部門横断的リスク管理体制を構築しております。

③ 当社の各業務部門は、担当分野のリスク管理体制を整備・構築しております。内在する

リスクの認識・分析・評価に基づき適切な対策を実施し、継続的にリスク管理体制の見

直しを行っております。

④ 当社は、当社グループにおける危機発生の際に、被害拡大を防止し、迅速な復旧を可能

とするための体制を整えております。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基盤である取締役会

を月一回定期的に、また、必要に応じて適時に開催しております。

② コンプライアンス及びリスクにかかる重要事項については、取締役会の決議又は報告事

項としております。

③ 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程

ほかの社内規程において、その責任者、業務執行手続きの詳細について定め、もって職

務執行の業務効率性を確保しております。
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５．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社グループ各社は、共通の「倫理綱領」「行動規範」を基本の社内規程とするように

しております。

② 当社は、関係会社管理規程等の社内規程に従い、子会社を統括管理する部門において当

該子会社の全般的管理を行っております。また、子会社の資金管理、財務報告、コンプ

ライアンスに係る業務については、必要に応じて、当社の担当部門が直接子会社を指

揮、指導、管理するものとしております。

③ 子会社の業務活動全般についても、内部監査室による内部監査の対象としております。

６．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関す

る事項

監査役が必要とした場合は、監査役の職務を補助する従業員を置くものといたします。

７．前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する監査役の指示の

実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助する従業員に対する指揮命令権限は、監査役、監査役会に属してお

り、その任用、異動、評価、処分は、監査役会の同意を必要とするものとし、取締役からの

独立性を確保しております。
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８．取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制及びその他の監査役への報告に関する

体制

① 重要会議への出席

監査役は、取締役会、ほかの重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況等

を聴取し、関連資料を閲覧し、説明・報告を求めることができるものとしております。

② 取締役等の報告義務

(ⅰ) 取締役及び従業員は、監査役会・監査役が説明・報告を要求した場合には、その要

求内容を監査役に説明・報告しなければならないものとしております。

(ⅱ) 取締役は、法令が定める事項のほか、(a)財務・業務に重大な影響を及ぼすおそれの

ある決定等の内容、(b)コンプライアンスの状況、(c)業績・業績見直し発表内容、

等につき直ちに監査役に報告するものとしております。

(ⅲ) 取締役及び従業員は、(a)当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、(b)重大な

コンプライアンス違反につき、直接監査役に報告することができるものとしており

ます。

(ⅳ) 当社及び子会社の役員及び従業員は、監査役への報告を行ったことを理由として、

不利益な取扱いを受けないものとしております。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制、並びに監査役の職務

の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ず

る費用の処理に係る方針に関する事項

① 内部監査室と監査役の連携

内部監査室は、監査役との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を監査役に報告す

る等、密接な連携を行うものとしております。また、監査役及び内部監査室は、会計監査

人とも密接な連携を行っております。

② 外部専門家の利用

監査役は、その職務の執行につき必要と認められる場合には、取締役会又は取締役の事

前承認を受けることなく、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザ

ーを任用できるものとしております。

③ 前記②のほか、監査役の職務の執行について生じた費用は、監査役の請求に従い、会社

が負担するものとしております。
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10．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制の整備

当社グループの役員及び従業員等は、反社会的勢力に対して、その圧力に屈することなく

毅然とした態度で臨むものとし、そのための社内規則及び社内体制を整備し、適切に運用す

ることを基本方針といたします。

投資先や取引先の選定にあたっては、所定の審査手続きの中で、反社会的勢力の排除を重

要な事項と認識し徹底してまいります。

万一反社会的勢力による不当要求等の問題が生じた場合は、代表取締役社長の指揮のも

と、所管部門である経営管理部が事務局となり、顧問弁護士等の専門家と連携の上、適切な

対応を行うことといたします。

今後とも当社グループは、こうした方針を徹底するため、役員及び従業員等に向けた社内

研修等の取り組みに努めてまいります。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度におきましては、前記「業務の適正を確保するための体制」に則った運用を実施

しており、その主な取り組みは以下の通りです。

① コーポレート・ガバナンスの強化について

取締役及び監査役は、適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築を重要な経営課題の

一つとして認識し、勉強会を定期的に開始するなど、当社におけるコーポレート・ガバナ

ンスのあり方について、継続的に検討及び検証を行っております。

② 内部監査活動について

内部監査室は、監査役及び会計監査人と連携して日々の内部監査活動を実施しておりま

す。また財務部、経理部等の各業務執行部門は、内部監査活動を効率的に行うため、積極

的に協力しております。

③ コンプライアンス体制について

当社では、経営管理部をコンプライアンス推進部門とし、当事業年度において当社事業

所及びグループ各社の従業員等へコンプライアンス研修教育を行い、周知徹底を図ってお

ります。

④ リスク管理体制について

当社では、重要なリスク情報が、迅速に取締役会に報告されるための体制を構築してお

ります。また、当社グループのリスク管理に関わる重要な事項については、取締役会にお

いて報告され、必要な決定を行っております。
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⑤ 財務報告及び情報開示に関する体制について

会計監査人との間では、経理部門のほか、取締役、監査役及び内部監査部門が頻繁に意

見交換、情報共有を行っております。また、各種の情報開示については、代表取締役社長

及び担当役員の監督の下で、法令及び証券取引所が定める諸規則に従って、迅速かつ適切

な開示を行うことのできる体制を整備しております。

⑥ 監査役の職務の執行について

各監査役は、取締役会をはじめ重要な会議へ出席するほか、経営上重要な事項につい

て、取締役及び使用人からの報告や実地調査により監査を行っております。

８．株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につきま

しては、特に定めておりません。
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等

(1) 連結の範囲等に関する事項

① 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 ５社

主要な連結子会社の名称

ＭＢＫプロパティ株式会社

株式会社エストニアン・ジャパン・トレーディング・カンパニー・ホールディングス

Estonian Japan Trading Company AS

株式会社エストニアン・ジャパン・トレーディング・カンパニー日本

O'Pen Eesti OÜ

② 非連結子会社の状況

主要な非連結子会社の名称

MBK Asia Limited

連結の範囲から除いた理由

上記の非連結子会社は小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益、及び

利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

③ 議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかった会社等

の名称等

該当事項はありません。

④ 支配が一時的であることと認められること等により、連結の範囲から除かれた子会社の

財産または損益に関する事項

該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の数及び主要な会社等の名称

株式会社エネルギーポイント

② 持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の名称等

主要な会社等の名称

（非連結子会社）
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MBK Asia Limited

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計

算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用

から除外しております。

③ 議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社等のう

ち関連会社としなかった会社等の名称等

該当事項はありません。

(3) 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記

当連結会計年度において株式会社エネルギーポイントの普通株式を当社が20％取得した

ことにより、同社を持分法の適用の範囲に含めております。

(4) 連結子会社の決算日等に関する事項

ＭＢＫプロパティ株式会社、株式会社エストニアン・ジャパン・トレーディング・カンパ

ニー・ホールディングス、株式会社エストニアン・ジャパン・トレーディング・カンパニー

日本の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

Estonian Japan Trading Company AS、O'Pen Eesti OÜの決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成に当たっては7月31日現在の計算書類を採用しておりますが、連結決算

日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

(5) 会計方針に関する事項

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

投資事業組合等への出資金については⑨「投資事業組合等の会計処理」に記載して

おります。
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② デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として個別法又は最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法により算定）

④ 暗号資産の評価基準及び評価方法

活発な市場が存在するもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

⑤ 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお主な耐用年数は以下の通りであります。

建物及び構築物 10～47年

工具、器具及び備品 ４～15年

機械装置及び運搬具 10年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑥ 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基礎

として、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

株主優待引当金

株主優待制度に基づく将来の費用の発生に備えるため、翌連結会計年度における発生

見込額を計上しております。
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⑦ 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の主な事業は、マーチャント・バンキング事業であります。

マーチャント・バンキング事業は不動産の販売事業や株式・不動産・売掛金を担保とし

た貸金業、再生可能エネルギー分野へのプロジェクト投資を行っており、主にマンション

等の販売によって得られる収益は、顧客へ不動産を引き渡した時点で認識しています。

⑧ 重要なヘッジ会計の方法

(イ) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップの特例処理の対象となる取

引については特例処理を採用しております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………金利スワップ

ヘッジ対象………借入金

(ハ) ヘッジ方針

当社の内部規程で定めるリスク管理方法に基づき、金利変動リスクをヘッジしてお

ります。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較し、両者の変動額を基礎にして

判断しております。但し、特例処理の対象となる金利スワップについては、有効性の

評価を省略しております。
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⑨ 営業投資の会計処理

当社グループが営業投資目的で行う投資（営業投資）については、営業投資目的以外の

投資とは区別して「営業投資有価証券」として「流動資産の部」にまとめて表示しており

ます。また、営業投資から生ずる損益は、営業損益として表示することとしております。

なお、株式等の所有により、営業投資先の意思決定機関を支配している要件及び営業投資

先に重要な影響を与えている要件を形式的に満たすこともありますが、その所有目的は営

業投資であり、傘下に入れる目的で行われていないことから、当該営業投資先は、子会社

及び関連会社に該当しないものとしております。

⑩ 投資事業組合等の会計処理

当社グループは投資事業組合等の会計処理を行うに際して、投資事業組合等の財産の持

分相当額を「営業投資有価証券」、「投資有価証券」または「出資金」(以下「組合等出資

金」という。）として計上しております。投資事業組合等への出資時に「組合等出資金」

を計上し、投資事業組合等から分配された損益については、損益の純額に対する持分相当

額を売上高として計上するとともに同額を「組合等出資金」に加減し、投資事業組合等か

らの出資金の払戻については「組合等出資金」を減額させております。

⑪ 消費税等の会計処理

控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しており、固定資産に係

るものは長期前払費用に計上し、５年間で均等償却を行っております。

⑫ グループ通算制度の適用

当社及び連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。
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２．会計方針の変更に関する注記

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。

以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首より適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改

正会計基準第20－３項ただし下記に定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」とい

う。）第65－２項（２）ただし下記に定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会

計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場

合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を

当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類

への影響はありません。

３．表示方法の変更

（連結損益計算書）

売上原価、販売費及び一般管理費の範囲を見直すことによって、経営成績をより適切に表示

することができるものと判断したため、「売上原価」に含めて表示しておりました販売用不動

産の売却に係る費用の一部を、当連結会計年度より「販売費及び一般管理費」に表示する方法

に変更しております。

４．会計上の見積りに関する注記

事業運営にかかる固定資産の減損

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 12,708,885千円

無形固定資産 2,543千円

減損損失 －千円
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(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

事業運営に係る固定資産については、事業所または物件を基準としたグルーピングを行っ

ており、将来の事業計画を基礎として算定した将来キャッシュ・フローを見積り、減損損失

の計上要否の判定及び減損損失額の算定を行っております。

将来の事業計画には市場動向に基づく将来の売上高を主要な仮定として織り込んでおりま

す。

当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動等によって影響を受ける可能性があり、実

際の各事業所または物件の業績が見積りに用いた事業計画と乖離した場合、翌連結会計年度

以降の連結計算書類において、事業運営に係る固定資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性

があります。

５．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 796,669千円

(2) 担保に供している資産

建物及び構築物 6,197,134千円

土地 6,160,182

計 12,357,316千円

上記に対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 371,826千円

長期借入金 10,009,379

計 10,381,206千円

(3) 保有目的の変更

当連結会計年度において、有形固定資産の建物、工具器具備品及び土地として計上してい

た資産の一部について、保有目的を変更したため、1,301,111千円を販売用不動産に振り替

えております。なお、当該資産は、当連結会計年度末までに譲渡が完了しております。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数

普通株式 31,806,190株

(2) 自己株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 ㈱ 218,920 501,093 － 720,013

(3) 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日
効 力
発生日

2024年
12月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 58,541 2.0
2024年

10月31日
2025年

１月31日

(4) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる

もの

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日
効 力
発生日

2025年
12月12日
取締役会

普通株式 資本剰余金 62,172 2.0
2025年

10月31日
2026年

１月30日

(5) 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

該当事項はありません。
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７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、マーチャント・バンキング事業における新規投資及び投資回収の計画

などに照らして、必要な資金を、主に銀行借入により調達しております。一時的な余資

は、主に銀行預金など流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行等

からの借入により調達しております。デリバティブは、主に後述するリスクを回避するた

めに利用しており、原則として投機的な取引は行わない方針です。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係わるリスク

営業債権である売掛金等は、顧客の信用リスクにさらされております。

海外で事業を行うに当たり生じる外貨建ての金融資産等は、為替の変動リスクにさらさ

れており、過度のリスクが生じることのないよう後述のデリバティブ取引などを利用して

ヘッジを行うことがあります。

営業投資有価証券はマーチャント・バンキング事業の主たる事業の一つである営業投資

のための株式及び出資金等であり、投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業または

非連結会社の株式及び出資金等です。これらは、投資先企業の財務状況により価値が下落

するリスク、不動産ファンドや上場有価証券などについては市場リスク、外貨建てのもの

については為替リスクなどにさらされております。

営業債務である買掛金等は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日の円建ての債務で

す。

借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、投資や設備投資などに係る

資金調達を目的としたものであり、償還日または返済期日につき、10年を超える長期間で

設定しているものもあります。

当社グループが利用するデリバティブ取引は、借入金にかかる支払金利の変動リスクに

対するヘッジを目的とした金利スワップ取引と、外貨建ての営業投資資産、金融資産及び

営業債権債務に係る為替リスクに対するヘッジを目的とした為替予約及び為替スワップ取

引です。なお、当連結会計年度末現在においては、金利スワップ取引を行っております。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制

(ア) 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

マーチャント・バンキング事業における営業債権は投資回収時などに不定期に発生

するものであり、営業部門が、管理部門と連携して、個別取引ごとに回収までの期間

や取引の相手方の信用状況などを総合的に判断した上で取引の実行を決定し、約定に

従った債権回収に至るまでモニタリングを行っております。特に金額等の重要性が高

い取引については、取締役会において、取引実行の決定や回収状況の報告などを行い

ます。

営業投資有価証券及び投資有価証券については、国内外の企業向けのものについて

は、発行体（取引先企業、関連会社等）の財務状況等を継続的に把握することに努め

ており、状況に応じて随時保有方針の見直しなどを行っております。

(イ) 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワ

ップ取引を利用することがあります。また、当社グループは、外貨建ての金融債権債

務、営業債権債務について、過度の為替リスクを回避するため、為替予約または為替

スワップを利用して、当該リスクをヘッジすることがあります。

営業投資有価証券及び投資有価証券のうち、不動産ファンドや有価証券など市場リ

スクのあるもの、または外貨建てのものについては、定期的に時価や為替レートの変

動による影響等を把握し、保有方針の見直しなどを行っております。

デリバティブ取引の執行・管理については、所定の手続きに従い、財務部門が決裁

担当者の承認を得て行っております。また、重要な取引があった場合は、取締役会に

報告することとしております。

(ウ) 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管

理

当社グループは、営業部門が企画・立案する新規投資または投資回収の計画に基づ

き財務部門が適時に資金繰り計画を作成・更新し、必要な手許流動性を確保すること

や予め必要な資金調達を行うことにより、流動性リスクを管理しております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

通りであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。（（注）をご

参照ください。）また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形

及び買掛金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略して

おります。
(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額

時 価 差 額

① 投資有価証券

その他有価証券 18,410 18,410 －

② 長期借入金（１年内返済予定の長期借
入金を含む）

10,494,763 9,380,356 △1,114,406

③ デリバティブ取引 － － －

(注) 市場価格のない株式等

(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 42,177

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により

算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを

用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価の算定に重要な

影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最

も低いレベルに時価を分類しております。
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① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券株式 18,410 － － 18,410

デリバティブ取引 － － － －

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済予定
の長期借入金を含む）

－ 9,380,356 － 9,380,356

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。
デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。（下記「長期借入金」参照。）
長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割
引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借
入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（上記「デリバティブ取引」参照）、当該金利スワッ
プと一体として処理された元利金の合計額を用いて算定しております。
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８．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

(単位：千円)

当連結会計年度
（自 2024年11月１日
至 2025年10月31日）

不動産事業 2,345,908

店舗運営事業 －

その他 7,435

顧客との契約から
生じる収益

2,353,344

その他の収益（注） 1,029,895

外部顧客への売上高 3,383,239

(注) 「その他の収益」には「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 2007年３月30日）に基づく
賃貸収入等及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）に基づく投資収
益、営業貸付収益が含まれております。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等 (5) 会計方針に関する事項

⑦ 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお

ります。
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９．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、当連結会計年度末時点で、賃貸用マンションなど計23物件の賃貸用不動

産を所有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

連結貸借対照表計上額
連結決算日における時価

当期首残高 当期増減額 当期末残高

13,335,487千円 △641,715千円 12,693,772千円 11,456,743千円

(注) １ 連結貸借対照表計上額は取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２ 期中増減額641,715千円のうち、主な増加要因は賃貸用不動産の取得など939,028千円であり、主な減

少要因は販売用不動産への保有目的変更1,301,111千円、減価償却費279,507千円です。
３ 期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調

整を行ったものを含む。）です。

(3) 賃貸等不動産に関する損益

当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、387,660千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用

は売上原価に計上）であります。

10．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 149円 67銭

１株当たり当期純損失 2円 90銭

11．重要な後発事象に関する注記

当社は、2025年12月12日開催の取締役会において、2026年1月29日開催予定の第102回定時株

主総会に資本準備金の額の減少を付議すること、本株主総会付議議案の効力発生を条件とし

て、自己株式取得に係る事項（会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第

156条の規定に基づく）について決議しました。

（資本準備金の減少）

１ 資本準備金の額の減少の目的

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の取崩しを行い、その他資本剰余金に振り替

えることにより、分配可能額の充実を図り、剰余金の配当や自己株式取得による株主の皆様へ

の還元策を安定的に行うためのものであります。
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２ 資本準備金の額の減少の要領

2025年10月31日現在の当社資本準備金 1,145,331千円のうち1,000,000千円を取崩します。資

本準備金取崩額1,000,000千円は、その他資本剰余金に振り替える予定です。

３ 日程

（１）取締役会決議日 2025年12月12日

（２）株主総会決議日 2026年１月29日

（３）債権異議申述最終期日 2026年１月26日

（４）効力発生日 2026年１月29日

（自己株式の取得）

１ 自己株式の取得を行う理由

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけ、将来に

おける安定的な企業成長と経営環境の変化への対応のために必要な内部留保資金を確保しつ

つ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行うことを基本方針としており、今般、そ

の一環として、自己株式の取得を通じ、株主還元および資本効率の向上を図るものでありま

す。

２ 取得に係る事項の内容

（１）取得対象株式の種類 普通株式

（２）取得し得る株式の総数 2,500,000株

(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.04％)

（３）株式の取得価額の総額 500,000千円

（４）取得期間 2026年１月30日～2026年12月11日
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

市場時価のない株式等

移動平均法による原価法

投資事業組合等への出資金については、（9) 投資事業組合等の会計処理に記載して

おります。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として個別法又は最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法により算定)

(4) 暗号資産の評価基準及び評価方法

活発な市場が存在するもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(5) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物 10～47年

構築物 10～38年

機械及び装置 10年

工具器具備品 ４～15年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了
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した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(6) 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、未収入金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基礎

として、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

株主優待引当金

株主優待制度に基づく将来の費用の発生に備えるため、翌事業年度における発生見込

額を計上しております。

(7) 収益及び費用の計上基準

当社の主な事業は、マーチャント・バンキング事業であります。

マーチャント・バンキング事業は不動産の販売事業や株式・不動産・売掛金を担保とし

た貸金業、再生可能エネルギー分野へのプロジェクト投資を行っており、マンション等の

販売によって得られる収益は、顧客へ不動産を引き渡した時点で認識しています。

(8) ヘッジ会計の方法

(イ) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップの特例処理の対象となる取引

については特例処理を採用しております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………金利スワップ

ヘッジ対象………借入金

(ハ) ヘッジ方針

当社の内部規程で定めるリスク管理方法に基づき、金利変動リスクをヘッジしており

ます。
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(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較し、両者の変動額を基礎にして判

断しております。但し、特例処理の対象となる金利スワップについては、有効性の評価

を省略しております。

(9) 営業投資の会計処理

当社が営業取引として営業投資目的で行う投資（営業投資）については、営業投資目的以

外の投資とは区別して「営業投資有価証券」として「流動資産」にまとめて表示しておりま

す。また、営業投資から生ずる損益は、営業損益として表示することとしております。

なお、株式等の所有により、営業投資先の意思決定機関を支配している要件及び営業投資

先に重要な影響を与えている要件を形式的に満たすこともありますが、その所有目的は営業

投資であり、傘下に入れる目的で行われていないことから、当該営業投資先は、子会社及び

関連会社に該当しないものとしております。

(10) 投資事業組合等の会計処理

当社は投資事業組合等の会計処理を行うに際して、投資事業組合等の財産の持分相当額を

「営業投資有価証券」、「関係会社株式」、「関係会社有価証券」又は「出資金」(以下「組合等

出資金」という。)として計上しております。投資事業組合等への出資時に「組合等出資金」

を計上し、投資事業組合等から配分された損益については、損益の純額に対する持分相当額

を売上高として計上するとともに同額を「組合等出資金」に加減し、営業者からの出資金の

払戻については「組合等出資金」を減額させております。

(11)消費税等の会計処理

控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しており、固定資産に係る

ものは長期前払費用に計上し、５年間で均等償却を行っております。

(12)グループ通算制度を適用

当社はグループ通算制度を適用しております。
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２．会計方針の変更に関する注記

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。

以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３号ただし書きに

定める経過的な取扱いに従っております。

なお、当該会計方針の変更による計算書類に与える影響はありません。

３．表示方法の変更

「連結注記表３．表示方法の変更」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しており

ます。

４．会計上の見積りに関する注記

事業運営に係る固定資産の減損

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 12,708,749千円

無形固定資産 377千円

減損損失 －千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「連結注記表４．会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と同一であります。

５．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 795,014千円

(2) 担保に供している資産

建物及び構築物 6,197,134千円

土地 6,160,182

計 12,357,316千円

上記に対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 371,826千円

長期借入金 10,009,379

計 10,381,206千円
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(3) 保有目的の変更

当事業年度において、有形固定資産の建物、工具器具備品及び土地として計上していた資

産の一部について、保有目的を変更したため、1,301,111千円を販売用不動産に振り替えて

おります。なお、当該資産は、当事業年度末までに一部譲渡が完了しております。

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次の通りで

あります。

短期金銭債権 22,666千円

短期金銭債務 118,025千円

６．損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引（収入分） －千円

営業取引（支出分） 12,749千円

営業取引以外の取引（収入分） －千円

営業取引以外の取引（支出分） 4,018千円

７．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 720,013株
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８．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 62,521千円

減損損失 54,935

未払事業税 5,962

関係会社株式評価損 125,694

投資有価証券評価損 6,664

貸倒引当金 21,261

その他 1,209

繰延税金資産小計 278,249千円

評価性引当額 △271,760千円

繰延税金資産合計 6,489千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 －千円

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産の純額 6,489千円

(2) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場

合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日、以下「実務

対応報告 第42号」という。）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関

する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に交付

され、2026年４月１日以後に開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われる

ことになりました。これに伴い、2026年11月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれ

る一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については法定実行税率を30.6％から31.5

％に変更して計算しております。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

９．収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表８．収益認識に関する注記」に同一

の内容を記載しているため、注記を省略しております。

10．関連当事者との取引に関する注記

属性 会社等の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社

株式会社エストニア
ン・ジャパン・トレー
ディング・カンパニ
ー・ホールディングス

所有
直接
50.0％

連結子会社
役員の兼任

資金の貸付
(注)１

800
関係会社

長期貸付金
（注）２

160,800

(注) １ 子会社またはその他関係会社の子会社への資金運用のための手元資金について、当社が貸し付けたも
のであります。貸付金利は、借入期間、市場金利、金融機関等からの調達金利などを勘案して、利率
を両者の協議の上決定しております。

２ 子会社である株式会社エストニアン・ジャパン・トレーディング・カンパニーホールディングス
16,245千円を貸倒引当金として計上しております。

11．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 150円 49銭

１株当たり当期純損失 2円 58銭

12．重要な後発事象に関する注記

「連結注記表11．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を

省略しております。

以 上
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